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令和 6年 7月 1日 

 

認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービスの

提供開始にあたり、当事業所が説明すべき事項は次のとおりです。 

 

1 事業者 

事業者の名称 医療法人社団 武蔵野会 

事業者の所在地 埼玉県新座市東北 1丁目 7番 2号 

法人種別   医療法人社団 

代表者名  理事長 中村 毅 

電話番号  ０４８－４７４－７２１１ 

2 ご利用事業所 

事業所の名称  グループホームcarna
カルナ

 五反田 

事業所の種別 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

事業所指定番号 １３９０９００３１２ 

開設年月日 令和４年４月１日 

事業所の所在地 〒141-0031 東京都品川区西五反田３丁目１０番９号 

管理者   管理者  坂本 結佳 

電話番号  ０３－５４９６－８７７２ 

ＦＡＸ 番号   ０３－５４９６－０６７７ 

3 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 医療法人社団武蔵野会が開設する「グループホーム carna五反田」が

行う、指定認知症対応型共同生活介護サービス及び指定介護予防認知症

対応型共同生活介護サービスの適正な運営を確保するために人員および

管理運営に関する事項を定め、事業所の従事者が認知症の状態にある要

介護及び要支援２の高齢者に対し、適正なサービスを提供することを目

的とします。 

運営の方針 １．利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った介護サー

ビスの提供に努めます。 

２．利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、家庭的な環境の

下で認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護

計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上のお世

話を行います。 

３．利用者の家族や地域との結びつきを重視し、関係市区町村、居宅介護

支援事業者、介護保険施設等のほか地域の保健・医療福祉サービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

４．事業の運営に当たっては、安定的かつ継続的な事業運営に努めます 
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4 事業所の概要 

(1) 敷地および建物 

敷         地 ４９１.１１㎡ 

建  物 

 （賃貸） 

構   造 鉄筋コンクリート造耐火構造物     

延べ床面積 ８０２．５㎡ 利用定員 3Ｆ９名、4Ｆ９名、5Ｆ９名 

   

(2)主な設備 

設備の種類 数     備  考 

  食堂・居間 ３  

浴    室 ３  

ト イ レ １２ 職員用３含む 

居    室 ２７（個室） 12.01～12.46㎡（収納含む） 

 

5 職員体制（主たる職員） 

 

職種 

 

人数 

区分  

常勤換算 

人員 

 

保有資格 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １  1   

 

 

２０．６ 

介護福祉士・介護支援専門員 

計画作成担当者 ３ 
 

２ 
 

 
１ 

介護支援専門員 １名 

介護福祉士   ３名 

介護職員 

 

２７ 

 

 

８ 

 

 

３ 

 

１５ 

 

 

１ 

介護福祉士   １９名 

実務者研修修了 １名 

初任者研修修了 ５名 

（補助）    ２名 

 

6 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制及び職務内容 

管理者 常勤で兼務：従事者の管理及び業務の管理を一元的に行います。  

計画作成担当者 常勤・非常勤で兼務：利用者の心身の状況に応じた介護計画を作成

します。 

介護職員 介護従事者は介護計画に基づき適切な介護サービスを提供します。 

＜職員配置体制＞ 

① 日中活動時間帯 （ ６：００～２２：００）６名～９名 

② 夜間･深夜時間帯 （２２：００～翌日６：００）３名 

※夜間３回の定時巡回で安否確認を致します。 

（０時、３時、６時） 

※ご利用者の状態や行事等に合わせて、適時必要な職員配置を行

ないます。 
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７ 利用対象者 

1）要介護または要支援２の方で、認知症であると医師より診断された方 

  2）自傷他害の恐れがなく、少人数の共同生活を営むのに支障がない方 

  3）日常的に医療的管理が必要でない方 

  4) 原則、品川区内に住民票をお持ちの方 

 

8 サービスの概要及び利用料金 

介護保険給付サービス  

利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、家庭的な環境の下で認知症対応 

型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、サービスを提

供致します。 

 

種 類 内         容 

日常生活の援助 

 

・周辺症状に対し、ご本人のお気持ちを傾聴して配慮した対応を心が

けます。生活リハビリを意識した援助を行います。 

排せつの 

介助 

・排泄パターンをもとに、その時の状態に合わせ排泄介助を行ないま

す。排便コントロールについては、医療連携で行います。 

入浴の介助 ・マンツーマンで対応します。不可の場合の保清は、清拭や足浴等行い

ます。 

着替え等の介助 ・ご本人の状況やご意向に合わせて着替え等行います。 

食事の介助 ・ご本人の状態に応じて､声掛けや食事介助を行います。 

整容の介助 ・ご自身ができることはやっていただき、できない部分は介助します。 

・定期リネン交換及び汚染時のリネン交換を実施します。 

移動･外出等の

介助 

・ご本人の状態やその時の状況に合わせた福祉用具を使用します。 

健康管理 ・毎朝、体温と血圧の測定、月に 1回体重測定をします。異変の際は、

訪問看護ステーションの看護師またはクリニックや主治医に報告し指

示を受けます 

・異変時や緊急時等は速やかに主治医あるいは当該協力医療機関等に連

絡し、必要な措置を講じます 

・重度化した場合には、ご家族、主治医と話し合い方向性を確認しま

す。終末期ケアの説明後、同意書にサインをします。ご家族との時間

を大切に援助させていただきます。 

レクリエー 

ション 

・脳トレや体を使ったレクリエーション、塗り絵、共同で作製するも

のなど、ご本人が楽しんで取り組める内容、チャレンジできる内容

を提供します。 

相談及び 

援助 

・当事業所は、利用者およびそのご家族等からのいかなる相談について

も誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。

（相談窓口）  管理者     坂本 結佳 
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 (2)介護保険給付外サービス  

種 類 内   容 利用料 

オムツ・パット ご希望に応じて、オムツの配送サービス：ニチイと契約がで 

きます（箱単位）残数が少なくなったらフロアで発注します 

実 費  

理美容サービス ご希望に応じて、訪問美容サービスをご利用頂けます。  実 費 

健康管理 協力医の往診、定期検診やインフルエンザ予防接種の実施。 実 費 

個人の消耗品 ご要望に応じて施設購入をして自費請求することができます 実 費 

 

(3)利用料金 

介護報酬の告示上の額(法定代理受領でない場合は、同上サービス基準額相当額。)  

介護保険１割負担料（１級地 １単位：10.9円） 

要介護度 
基本単価 

（1日） 

１割負担料（目安） 

利用料金（１日） 月額利用料金（３０日概算） 

要支援２ ７４９単位 ８１６円 ２４，４９３円 

要介護１ ７５３単位 ８２１円 ２４，６２４円 

要介護２ ７８８単位 ８５９円 ２５，７６８円 

要介護３ ８１２単位 ８８６円 ２６，５５３円 

要介護４ ８２８単位 ９０３円 ２７，０７６円 

要介護５ ８４５単位 ９２１円 ２７，６３２円 

 

介護保険２割負担料（１級地 １単位：10.9円） 

要介護度 
基本単価 

（1日） 

２割負担料（目安） 

利用料金（１日） 月額利用料金（３０日概算） 

要支援２ ７４９単位 １,６３３円 ４８，９８５円 

要介護１ ７５３単位 １,６４２円 ４９，２４７円 

要介護２ ７８８単位 １,７１８円 ５１，５３６円 

要介護３ ８１２単位 １,７７１円 ５３，１０４円 

要介護４ ８２８単位 １,８０６円 ５４，１５２円 

要介護５ ８４５単位 １,８４３円 ５５，２６３円 

 

介護保険３割負担料（１級地 １単位：10.9円） 

要介護度 
基本単価  

（1日） 

３割負担料（目安） 

利用料金（１日） 月額利用料金（３０日概算） 

要支援２ ７４９単位 ２,４５０円 ７３，４７７円 

要介護１ ７５３単位 ２,４６３円 ７３，８７０円 

要介護２ ７８８単位 ２,５７７円 ７７，３０３円 

要介護３ ８１２単位 ２,６５６円 ７９，６５８円 

要介護４ ８２８単位 ２,７０８円 ８１，２２７円 

要介護５ ８４５単位 ２,７６４円 ８２，８９５円 
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（加算） 

【状況に応じて算定する加算】 

・生活機能向上連携加算（Ⅰ）・・・100単位/月 

・生活機能向上連携加算（Ⅱ）・・・200単位/月 

・栄養管理体制加算・・・30単位/月 

・口腔衛生管理体制加算・・・30 単位/月 

・口腔・栄養スクリーニング加算・・・20単位/回（6月に 1 回を限度） 

・新興感染症等施設療養費・・・240単位/日（1 月に 1回、連続する 5 日を限度） 

・退所時情報提供加算・・・250 単位 

・退去時相談援助加算・・・400 単位 

加算名称 自己負担額 内  容 

初期加算 1割:33円/日  月 981円 

2割:66円/日  月 1,962円  

3割:99円/日  月 2,943円 

入居した日から 30 日間算定、又

30日を超える入院後に再利用の場

合も同様 

入退院支援の取組

（基準型） 

1割:269円/日 

2割:537円/日 

3割:805円/日 

＊上限 1月につき 6日間 

入院から 3 ヶ月以内の退院が見込

まれ、退院後もホームに戻れるよ

う体制を整えている 

協力医療機関連携

加算（１） 

 

1割:109円/月 

2割:218円/月 月 100単位 

3割:327円/月 

相談・診療を行う体制を常時確保 

 

 

医療連携体制加算

（Ⅰ）ハ 

1割:41円/日  月 1,210円 

2割:81円/日  月 2,420円 

3割:121円/日  月 3,630円 

看護師配置 

生産性向上推進体

制加算（Ⅰ） 

1割:109円/月 

2割:218円/月 月 100単位 

3割:327円/月 

ICTテクノロジーの活用促進 

高齢者施設等感染

対 策 向 上 加 算

（Ⅱ） 

1割:6円/日   月 164円 

2割:11円/日  月 327円 

3割:17円/日   月 491円 

3 年に 1 回以上感染発生時に感染

制御等に係る実地指導を受けてい

る 

サービス提供体制

強化加算(Ⅰ)  

1割:24円/日  月 720円 

2割:48円/日  月 1,439円 

3割:72円/日  月 2,159円 

介護福祉士の占める割合が70％以

上配置 

看取り介護加算 ・死亡日以前 31～45日以下 

1割：79円/日    2割：157円/日   3割：236円/日 

・死亡日以前 4～30日  

1割：157円/日   2割：314円/日   3割：471円/日 

・死亡日前日及び前々日 

1割：742円/日   2割：1,483円/日 3割：2,224円/日 

・死亡日 

1割：1,396円/日  2割：2,791円/日 3割：4,186円/日 

科学的介護推進体

制加算 

月 40単位 

１割：44円/月 2割：88円/月 3割：132円/月 

介護職員等処遇改

善加算（Ⅰ） 

介護職員処遇改善加算対象のサービス単位数の合計×186/1000 
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②介護保険外の実費負担料金 

※月途中での入退居は契約日、退居日を起算日として日割り計算し請求いたします。 

※入院、外泊による不在の利用料は住居費、管理費、光熱水費以外は日割りとなります。 

 

9 苦情等申立先 

苦情申し立て窓口 電 話 受付時間 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ carna五反田 

担当者 坂本 結佳（管理者） 

03-5496-8772 毎日９：００～１７：３０ 

 品川区高齢者福祉課支援調整係 03-5742-6728（直） 平日８：３０～１７：００ 

東京都国民健康保険団体連合会 03－6238-0177（直） 平日９：００～１７：００ 

 

10 協力医療機関 

医療機関

の名称 

カルナ五反田 

クリニック 

くすのき歯科 訪問看護ステーション 

carna五反田 

院長･所長 西田 二郎 髙橋 なぎさ 髙橋 和代 

所 在 地 東京都品川区西五反田 3-

10-9carna 五反田６Ｆ 

東京都大田区西糀谷 4-27-

10守田ﾋﾞﾙ 3階 

東京都品川区西五反田    

3-10-9carna五反田６Ｆ 

電話番号 03-5496-8773 03-3743-2777 03-5496-8774 

契約概要 

 

必要に応じ往診（健康管理）や利用者に病状の急

変があった場合や必要な場合に当事業所に適切な指

示・助言を行います。 

 

 定期的に（週 1回以

上）事業所を訪問し、日

常的な健康管理を行いま

す。又 24時間オンコール

体制をとります。 

 

11 秘密の保持 

当事業所の職員は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を守ります。又、

退職した場合においても、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持させる

ため、採用時、職員にこれらの秘密を保持するべき旨を記載した誓約書に記名捺印す

ることを義務づけています。 

 

 

月額利用料(30 日概算) １４３,３００円 

 内 

訳 

住居費 １ヶ月 ６５,０００円 

食材料費 １日 １,２００円  

(朝食:300 円:昼食 400 円:夕食 400円:おやつ 100 円) 

管理費 

 

光熱水費 

リネン代 

１ヶ月 １９,０００円 

（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰなど保守点検・備品維持費、害虫駆除等） 

１ヶ月 ２０,０００円 

１ヶ月  ３,３００円 

費用の納入方式（共通）  銀行振込又は口座引落（２８日） 
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12 事業継続計画(BCP)について 

１．感染症や非常災害の発生時において、介護保険サービスの提供を継続的に実施する 

  ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）策

定し当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

２．職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 定期

的に実施します。  

３．定期的(年に 1回程度)に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行います。 

 

13 非常災害時の対策 

近隣との協力関係 

・近隣住民や町内会と連携し、非常時の相互の応援を依頼しています。 

平常時の訓練等 

・年に２回、避難･救出等の訓練を職員､利用者共に参加して実施します。 

防災設備 

スプリンクラー、自動火災報知機、誘導灯、消火器、カーテン等は防炎性能のあるも

のを、また、外壁は不燃サイディングを使用しております。 

 

14 大規模災害時のサービスの継続可否について 

感染症の発生や大規模な自然災害（台風、大雨，洪水等）や、交通災害（道路の破損、

工事等）が発生した場合、職員が不足し通常運営ができなくなる可能性がございます。有

事においてはこちらの都合でサービスを一時中止する場合がございます。有事の際の対応

として当該事業継続計画(BCP)に従って必要な措置を講じます。 

 

15 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から委員会の開催、指針の 

整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等取り組みます。 

 

16 ハラスメント対策 

介護サービス事業者のハラスメント対策を強化する観点から、「利用者の人権の擁護、

虐待の防止」、「男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策」に取り組みます。事業

者としてハラスメント防止を従業員に啓発していくため、指針の整備、研修の実施等積極

的に取り組みます。従業員から利用者、家族等に対してのハラスメント、利用者、家族等

から従業員に対してのカスタマーハラスメントと判断する事案があった際は、事業所で委

員会の実施、必要に応じて行政機関などへの報告を行いながら対応いたします。事案によ

っては、契約解除などの措置も致します。 

ハラスメントに対する相談窓口：（管理者）坂本結佳 

 

17 虐待の防止について 

利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、不適切ケアの報告、業務改善、認知症

ケアチームによるアセスメントと援助方法の見直しを定期的に実施します。施設全体で、

身体拘束適正化・虐待防止委員会の開催、指針の整備、研修の実施等を行います。 
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18 身体拘束について 

原則としてご利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがあ

る、本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる緊急やむを得ない

場合は、主治医の診断と施設全体で判断が行われるようにします。妥当性を検討したうえ

で、臨時身体拘束適正化委員会を開催。ご家族への説明と同意をとったうえで身体拘束を

行います。その際、拘束経過用紙を使用し状態の観察、継続や解除の会議録を記録します。

身体拘束解除時は、身体拘束会議録を用いご家族に説明、サインをいただきます。 

施設全体で、身体拘束適正化委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に取り組みます。 

 

19 緊急時等の対応 

  病状の急変及び怪我、窒息、意識不明、急な発熱など緊急時の場合には、速やかに主

治医に連絡、その指示に従い、ご家族等に連絡します。また、行方が不明になった場合

は、速やかに最寄りの派出所及び警察署に連絡、捜索依頼をすると同時にご家族等にも

報告。日勤帯は近隣を職員が捜索を行います。 

 

20 事故発生時の対応 

事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡するとともに、品川区に報

告する等必要な措置を講じます。当事業所は、万が一の事故に備えて損害賠償保険に加

入しています。但し、事業所の責に帰すべき事由によらない場合はその対象とはなりま

せん。 

 

21 運営推進会議の設置 

 当事業所では認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護の提供

に当たり、サービスの提供状況において定期的に報告するとともに、その内容についての

評価、要望、助言を受けるため、下記のとおり運営推進会議を設置しています。 

構 成 

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者（町会長、民生委員、高齢者ｸﾗ

ﾌﾞ）市区町村の職員（品川区役所、在宅介護支援ｾﾝﾀｰ）、当事業所の職員

など 

開 催 隔月で開催 （年６回） 

会議録 内容・評価・要望・助言等について議事録作成 
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22 当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 

感染症がまん延している場合は、状況判断のうえ施設の取り決め

での対応となります。ご確認ください。来訪時には、エントラン

スにある各フロアのインターホンをご使用ください 

外出・外泊 

外泊･外出の際には、フロア職員にご相談ください 

業者への食材発注の関係で、1 週間前にはご連絡ください。発注

確定した後は変更ができません。喫食しなくても請求となります 

居室・設備・ 

器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用下さ

い。これに反したご利用により破損等が生じた場合、原状回復の

ため実費負担していただく場合があります 

喫煙・飲酒 敷地内禁煙です。飲酒はご遠慮いただいております 

 

23 退居時 

退居の申請 退去のご希望がある場合は、管理者へご相談ください。 

退居日 
居室内にお持ち込みになっている家具類をすべて搬出した日が

退居日となります 

お看取りの場合 
保険請求は、ご逝去の日までとなり、家具類をすべて搬出した日

までの住居費・管理費・水光熱費が日割り計算で請求となります 

契約解除 利用契約解約申請書にご記入の上ご提出して下さい 
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指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービスの

提供に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

      年    月    日    説明者名    坂本 結佳       印 

 

  

（事業者）  

住  所  埼玉県新座市東北1丁目7番2号 

名  称  医療法人社団 武蔵野会 

      理事長 中村 毅       印 

       

   （事業所） 

       住  所  東京都品川区西五反田3丁目10番9号  

       名  称  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑcarna五反田 

 

 

私は、本書面に基づいて上記説明者から重要事項の説明を受け、その内容に同意しまし

た。 

 

（利用者） 

住  所                         

 

氏  名                  印 

 

（利用者代理人） 

住  所                                       

 

氏  名                  印（続柄     ） 

 

（利用者身元引受人） 

住  所                                       

 

氏  名                  印（続柄     ） 

 

     

 

 

 


